
 
 

事 務 連 絡  

平成 25 年３月 18 日  

各都道府県消防防災主管課  

東京消防庁・各指定都市消防本部 

 

消 防 庁 予 防 課   

 

 

型式承認の失効した消火器の販売について  

 

 

消防法（昭和 23年法律第 186号。以下「法」という。）第 21条の５第１項の規定

及び消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成 22年総務省令

第 111号）附則第２条第２項の規定に基づき、平成 23年 12月７日総務省告示第 503

号により告示された消火器については、型式承認の効力を失い、平成 24年１月１日

以後の販売はできないものとされたことから、「型式承認の失効に伴う消火器の取扱

いについて」（平成 23年 12 月７日付け消防予第 450 号・消防危第 276 号）により、

消防法令に抵触するおそれのある販売等がなされていることを覚知した場合には、当

課へ情報提供するようお願いしてきたところです。 

今般、当課への情報提供により、別紙のとおり平成 24年１月１日以後に型式承認

の効力が失われた消火器を販売する又はしようとした事例が全国で散見されること

から、住民及び事業者に対して、上記通知の趣旨及び下記事項についてより一層の周

知徹底を図るようお願いします。 

また、各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防

の事務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。）に対し、この旨周知していた

だきますようお願いします。 

 

記 

 
１ 型式承認の効力が失われた消火器は、販売（リース契約を含む。）、請負に係る

工事への使用等（以下「販売等」という。）はできないこと。 

 

２ 型式承認の効力が失われた消火器を販売等した場合、法第 21条の２第４項違反

となり、この規定に違反した者は同法第 43条の４の規定に基づき 30万円以下の罰

金に処される場合があること。 

この他、法第 21 条の 12 及び第 21 条の 13 の規定に基づき、販売業者等に対し、

総務大臣が必要に応じて立入検査を行い、当該販売業者等の事務所等にある型式承

御中 



 
 

認の効力が失われた消火器に対し検定合格の表示を除去させること等ができるこ

と。 

 

３ 型式承認の効力が失われた消火器等の販売等がなされていることを覚知した場

合には、引き続き「消防用設備等及び消防関係製品に関する不具合・事故等に係る

情報の消防庁への報告について」（平成 22年３月 31日付け消防予第 156号・消防

危第 50号）及び「消防用設備等及び消防関係製品に関する不具合・事故等に係る

情報の消防庁への報告について（補足）」（平成 22年６月７日付け事務連絡）に

基づき、消費者事故等情報通知様式を用いて当課まで情報提供することをお願いし

たいこと。 

 

 
【連絡先】 
 消防庁予防課 
   竹本・阿部 
   電話 03-5253-7523 
   FAX 03-5253-7533 



 
 

平成 24 年１月１日以降に型式承認の失効した消火器を販売した又はしようとしたも

のとして消防庁が報告を受けた事例 
発生日時 発生場所 建物種別 金銭被害 

平成 24年 

1月 23日 

大阪府箕面市 住宅 なし 

男性が被害者宅を訪問し、消火器１本と平成 24 年２月 15日が支払期日であ

る契約書を置いて帰った。後日、消火器の価格等について消防本部に電話にて

問い合わせがあり、調査の結果、型式承認の効力が失われた消火器であること

が判明した。その後契約取り消しの手続きを行った。 

平成 24年 

1月 24日 

鹿児島県曽於市 住宅 4,700円 

消火器詰替作業時に「消火器（６型）が重い」と言われ、別の３型消火器（型

式承認の効力が失われたもの）を 4,700円で販売していったもの。身内に消防

関係者がいたため発覚した。購入者と販売者にて連絡が取られ、返金済み。 

平成 24年 

7月 21日 

 

京都府長岡京市 住宅 3,990円 

被害者自宅に、「古い消火器を回収し、新しい消火器を安価で販売する。」と

言って業者が訪れ、合計 3,990円で、廃消火器の処理と消火器の購入を行った。

後日、不審に思った被害者より消防に連絡があったもの。 

 その後の調査において、購入した消火器は型式承認の効力が失われているも

のであることが判明した。契約書には、消火器の詰替金額として 3,990 円とな

っていた。 

平成 24年 

10月11日 

埼玉県加須市 住宅 10,000 円 

居住者（86歳女性・独居）宅に、50歳くらいの男性１名が訪問し、納屋に設

置してある消火器が古いので交換した方が良いというので、粉末消火器１本を

10,000 円で購入した。後日親族が 2003 年製造（型式承認の効力が失われたも

の）の消火器であることに気づき通報したもの。 

平成 24年 

10月29日 

 

京都府宇治市 住宅 なし 

男性が古い消火器の回収、新品消火器及び中古消火器の販売のために情報提

供者宅に訪れ、その際は購入しなかったが、後日消防職員が聴取したところ中

古消火器が型式承認の効力が失われた消火器と判明したもの。 

平成 24年 

12月 4日 

 

神奈川県川崎市 住宅 31,290 円 

 防災関係者を名乗る男性１名が被害者宅を訪問し、設置されていた 10型消火

器１本を新しい 10型消火器１本と交換したところ、後日、消火器代金及び点検

料として 31,290円の請求書が郵送された。消防による調査の結果、リース契約

であり、また、新たに設置された消火器は、型式承認の効力が失われているも

のと判明した。 

別紙 



 
 

発生日時 発生場所 建物種別 金銭被害 

平成 24年

12月14日 

神奈川県川崎市 住宅 31,290 円 

 防災関係者を名乗る男性が訪問し、設置されていた消火器１本を 10年間のリ

ース契約により新しい消火器１本と交換した。「契約料金が 31,290円と高額で

あり、契約書には 10年間のリース契約で１年ごとに点検をするとの記載がある

が、書面の内容に不審な点があるのでクーリングオフしたい。」と消費者行政セ

ンターに相談したもの。新たに設置された消火器は、型式承認の効力が失われ

ているものであった。 

平成 24年 

12月17日 

神奈川県横浜市 住宅 31,290 円 

横浜市内の 70歳代の男性の自宅に、防災業者を名乗る者が来訪し、10 年間

31,290 円のリース契約を交わし、消火器を置いていったもの。置かれた消火器

は既に型式承認の効力が失われているものであった。 

平成 25年 

1月 8日 

神奈川県川崎市 共同住宅 187,740円 

防災関係者を名乗る男性３名が共同住宅に訪問し、設置されていた２棟分の

10型粉末消火器６本を、新たに 10年間のリース（点検料金を含む。187,740

円）により契約した消火器と交換したもの。新たに設置された消火器は、型式

承認の効力が失われているものであった。 

 
 


